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コンプライアンスの甘さが命取り
になる時代が到来
人事・雇用の2006年問題とは，これまでの労

働法の概念を変える法律が立て続けに2006年に

施行されようとしていることをいう。すでに大

きな影響が及んでいるのが，企業に65歳までの

雇用を義務づける「高年齢者雇用安定法の改正」

（ 4 月施行）だ。そして，激増する職場での労

働トラブルを低コストで迅速に解決させる実質

的な労働裁判所の機能を果たすことを規定した

「労働審判法」（ 4 月施行）や，企業内の法違反

などの不正を通報したことにより労働者が解雇

等不利益な取扱いを得ないようにと法整備され

た「公益通報者保護法」（ 4 月施行），また労働

時間短縮という流れに変化を与える「労働時間

等設定改善法」（ 4 月施行），さらには，採用か

ら退職までの強行規定，指針を法制化すること

を趣旨とした「労働契約法」（法案準備中）がま

もなく成立し，これに関連して「労働基準法」

の大改正が確実視されている。
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高度複雑化するビジネス形態など，企業をとりまく雇用情勢は激変の一途をたどるなか，SVCでは，雇用管理のあり方を再構築す
ることが現在，企業の重要な経営課題の一つと認識し，今後の時代にマッチした雇用マネジメントをその会社で実現していくため
の最善の方法の検討，具体的な提案そして実践までの支援を事業としている。

コンプライアンスの甘さが命取りに
なる時代が到来

高年齢者雇用安定法
～65歳雇用延長への対応
対策が済んだからといって安心できな
い！ 問題の発生はこれから

労働審判法～多発する労働トラブル
と紛争解決への対応
お手軽労働トラブル解決司法制度は特効
薬となりうるか

公益通報者保護法
～社内不正事件防止への対応
業務改善の一環として対応するという視
点が重要

労働時間等設定改善法～長時間労
働・過重労働問題への対応
労働時間短縮時代の終焉

労働契約法（法案準備中）～労働に
関する権利義務明確化の問題
労働契約法の導入で労務管理革命が引き
起こされる

人事・雇用の2006年問題が提起す
る真の命題→


